
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
第２期平塚市地域福祉リーディングプラン 【概要版】                 

 

○ 地域福祉のあり方と計画策定の背景              

福祉施策が対象別・課題別に発展・充実してきた一方で、ダブルケアや老老介護といった複合的な課題

や、ひきこもりなど制度の狭間にあるケース、支援を必要としていても相談につながらず地域の中で孤立

しているケースなど、複合化・複雑化した課題が顕在化してきており、いわば「縦割り」の公的支援の仕

組みだけでは十分に対応できない課題が深刻化してきている傾向があります。また、着実に進展する少子

化・高齢化や単身世帯の増加、近年、頻発化、激甚化の傾向にある自然災害への備えや支援においても、

公的な枠組みだけで地域生活を支えることは非常に難しくなっています。こうした状況の中で、住み慣れ

た地域での絆づくりや支え合いの地域を創るための取組である地域福祉の重要性が増してきています。 

第２期平塚市地域福祉リーディングプラン（以下「第２期計画」）は、すべての人が世代や立場を超えて

つながりを持ち、互いに支え合いながら共に生きる「地域共生社会」の実現に向けて、行政だけでなく、

地域住民や事業者、専門家団体等がそれぞれに力を発揮し、一丸となって地域福祉を推進していくための

道しるべとなるよう策定したものです。 

 

 

○ 本計画の目的と基本理念                   

地域に暮らす誰もがその人なりの役割を持ち、それぞれが、日々の生活における安心感と生きがいを得 

ることや人と人とのつながりを再構築し、新しい地域社会と安心できる未来を創っていくことが本計画の

目的です。 

地域共生社会を実現するために、住民一人ひとりが、相手も自己も尊重しながら、自身の力を発揮して 

いきいきと自分らしく輝ける「地域共生力」の高い地域づくりを目指して理念を次のとおり定めます。 

 

 

○ 本計画の位置付けと包括的策定                 

・包括的策定の考え方 

住民の抱える地域生活課題が複合化・複雑化する中、２０１９年に策定した第４期平塚市地域福祉計画

においては、各計画事業での相乗効果を狙って同計画のほか、第３期平塚市地域福祉活動計画（市社会福

祉協議会が策定）、第１期平塚市自殺対策計画、第１期平塚市成年後見制度利用促進計画、第１期平塚市生

活困窮者自立支援計画を一体的に合冊として策定し、「平塚市地域福祉リーディングプラン」としました。   

第２期計画の策定にあたっては、そうした考え 

方を継承するとともに、一体的策定をさらに一歩 

進め、基本理念や基本目標のほか、施策も含めて 

共有化することで５つの計画を一本化し、より包 

括的な計画としています。これにより、一体的策 

定の意義や目指すべき姿がさらに明確化し、個別 

の事業をさらなる相乗効果により効果的に進めら 

れるものと考えます。 

第１章 総論  

わたしたち一人ひとりが輝きながら 安心できる未来を創る共生のまち ひらつか 

第２章 地域福祉の現状と課題

統計データや市民意識調査、地域福祉活動団体アンケート等から見えてくる傾向や状況を踏まえ、

本市の地域福祉を取り巻く課題や取り組むべき内容を次のとおり、大きく３つに整理します。 

  

 課題１  地域福祉を支える担い手の確保や育成、意識醸成 

 

課題２  地域の絆づくりやネットワーク構築、環境整備 

 

課題３  様々な支援ニーズの把握と対応強化、情報発信の充実 

題 

第３章 基本目標と施策の推進

安心できる未来を創る共生のまちづくりを推進するために、本市や市社協の取組だけでなく、地域 

住民や地域内の各種関係団体、ボランティア（個人・グループ）や福祉サービス事業者、地元企業な

どが、それぞれ自分事として主体的に地域福祉活動へ参画することを願い、第２章で明らかにした本

市における３つの課題を踏まえた上で、本計画の目的の達成や基本理念の実現に向け、本計画におけ

る３つの基本目標を次のとおり定めます。 

  

 
〈第２章で整理した課題〉 

課題１  
地域福祉を支える担い手の 
確保や育成、意識醸成 

 

〈課題から導いた基本目標〉 

課題２  
地域の絆づくりやネットワ 
ーク構築、環境整備 
 

 課題３ 
様々な支援ニーズの把握と 
対応強化、情報発信の充実 

 
 

 

基本目標１ 

地域を支える人づくり 

基本目標２ 

支え合いのまちづくり 

基本目標３ 

包括的な支援の仕組みづくり 

第４章 施策の展開  

基本理念や第３章で述べた３つの基本目標に基づく９つの施策に沿って様々な事業に取り組みます。 

（施策体系と計画事業は裏面参照） 

計画の進行管理に当たっては、事業の活動指標により事業ごとに進捗管理を行うとともに、各施策に

位置づけた成果指標により施策ごとの評価を行うこととします。各事業ごとの活動指標は別冊にまとめ

ています。 

 

 

第５章 計画の推進  

本計画を構成する各計画は、それぞれの計画を所管する「外部委員を中心に構成される懇話会」と

「庁内組織」によって推進されます。また、各計画の具体的な事業や取組の推進に際しては、地域住

民だけでなく、地域活動団体、当事者団体、町内福祉村などの住民相互支援団体、社会福祉法人、特

定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）、企業、商店会、高齢者よろず相談センター等の役割分担を明確にし

ながら、協働・連携して進めることを基本とします。 

 

・各計画の関係性 

各計画の位置付けと、本市の最上位計画であ 

る市総合計画等との主な関係概念図は右図のと 

おりです。 

・計画期間 

本計画の計画期間は、２０２４年度から２０２８ 

年度までの５年間とし、必要に応じて、中間年にお 

いて見直しを行うものとします。 

【平塚市地域福祉リーディングプランと関連計画の概念図】  

 

◆一体的に地域共生社会の実現を目指す
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平塚市国土強靭化地域計画（素案）【概要版】 

                                                    

  

 

１ 地域を支える 

人づくり 

 

 

 

 

 

 

２ 支え合いの 

  まちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

３ 包括的な支援の仕

組みづくり 

 

 

 

 

 

 

 

（１）支え合う人をつくる 

（２）支え合う輪を広げる 

（１）支え合いのまちをつくる 

（１）誰もが相談できる仕組みを

つくる 

（２）安心して地域で暮らす 

仕組みをつくる 

わ
た
し
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
輝
き
な
が
ら 

安
心
で
き
る
未
来
を
創
る
共
生
の
ま
ち 

ひ
ら
つ
か 

基本理念 

（２）安心・安全のまちをつくる 

（３）情報発信の仕組みづくり 

（３）快適な生活環境をつくる 

（３）地域福祉の意識づくり 

施 策 体 系 

基本目標 施 策 

第２期平塚市地域福祉リーディングプラン 【概要版】 

【施策体系と計画事業（第４章関連）】  

 

すべての市民がお互いを理解
し、尊重し合うことができるよ
う、あらゆる場面で地域福祉の意
識啓発を推進します。 
また、支え合いの心を養う教育

や福祉活動を担う人材の育成を
充実し、身近な課題に気がつける
地域社会を目指すための地域福
祉活動を推進します。  

 

 

近年多発する自然災害に備え
ることも含め、人と人が支え合
い・助け合うことができる地域と
なるよう、地域交流や様々な団体
のネットワークづくりを促進し
「地域共生力」の高いまちづくり
を進めます。    
また、だれもが安心・ 快適に外

出できるよう、バリアフリー化、
ユニバーサルデザインを推進し
ます。 

 

 

地域において福祉サービスや
支援を必要とする人の相談体制
の充実を図るとともに、多様なサ
ービスを利用できるよう、利用者
のニーズに応じた情報が得やす
い環境づくりを推進します。  
また、すべての人が住み慣れた

地域で、安心して自分らしく暮ら
せる仕組みづくりを進めます。 

 

 

【地福】福祉教育の充実、市民活動人材の育成、★特技を生かせる場の創出、 

★介護人材のイメージアップへの取組、★介護職員への定着支援、 

★スマート介護の推進 

【地活】ボランティア等の人材の発掘と育成 

【自対】ゲートキーパーの積極的養成 

【成後】市民後見人の養成、★多様な担い手の確保・育成の推進 

【地福】町内福祉村活動の認知度向上、町内福祉村の新規開設促進、町内福祉村における新規活動の促進、 

民生委員児童委員活動の認知度向上、地域課題協議・解決機能の充実、市民による地域課題解決活動の促進 

（再犯）★学校と保護司の連携強化 

【地活】福祉活動団体の育成と支援、地区社協活動の活性化支援 

【自対】自死遺族等への支援の推進、生き方・命の大切さを学ぶ機会の提供、「ＳＯＳの出し方に関する教育」の推進 

【成後】親族後見人等への支援拡充 

【生困】生活困窮者自立支援に関係する機関等との連携強化 

【地福】★福祉会館の多世代共生拠点への移行、社会福祉法人等による地域福祉活動の活性化の支援、福祉有償運送事業の支援、 

住民主体の地域内移送の推進、地域医療福祉拠点整備モデル地区構想の展開 

（再犯）★更生保護団体への活動支援 

【地活】誰もが活躍できる福祉コミュニティづくりの推進、福祉活動団体等のネットワークの拡充、 

企業等の地域貢献活動の支援 

【自対】事例検討を通じたネットワーク体制の強化 

【成後】地域連携ネットワークの機能強化 

【地福】共生社会ホストタウン事業、★多文化共生事業の推進、★インクルーシブ遊具を通じた多様性の理解促進 

（再犯）★「社会を明るくする運動」による啓発活動 

【地活】福祉について学べる場づくり 

【自対】読書活動を通じた自殺対策の推進 

【成後】★意思決定支援の普及・浸透 

【地福】避難行動要支援者等に対する支援体制の充実、★福祉避難所の確保及び充実 

【地活】災害時の助けあい活動への取組 

【地福】★バリアフリー促進事業、★公園のバリアフリー化の推進、★歩道のバリアフリー化の推進、★ノンステップバス推進事業、 

★ユニバーサルデザインタクシー推進事業、★通いの場（サロン）等における ICTを活用したつながり促進 

【地活】★情報格差の解消に向けた支援 

【地福】★重層的支援体制整備事業における相談支援、身近な分野別相談へ対応するための多様な住民参加の促進、 

民生委員児童委員の相談対応力向上の促進、地域における身近な保健福祉相談窓口の充実、 

子育て世代包括支援センターの機能拡充 

【地活】身近な相談体制の強化 

【自対】多重債務者の相談支援体制の強化、青少年の相談支援体制の強化、いのちとくらしの総合相談会の開催、 

★自殺未遂者支援事業等との連携 

【成後】中核機関の機能強化 

【生困】自立相談支援事業の実施、いのちとくらしの総合相談会の開催 

【地福】★重層的支援体制整備事業における参加支援や地域づくり、虐待防止ネットワークをはじめとする権利擁護の総合的推進、

共生社会実現のための認知症支援策の推進、高齢者見守りの拡充、 

自分らしい人生の締めくくりを迎えるための活動への支援、子どもの貧困解消に向けた取組の推進、 

★住宅確保要配慮者の入居支援、★高齢者に配慮した市営住宅の整備 

【地活】地域生活課題の早期発見と対応力の強化、その人らしく生きる権利をまもる取組の推進、 

生活困窮状態にある人への支援 

【自対】教育関係者に対する自殺対策研修の推進 

【成後】成年後見制度利用支援事業の見直しの検討、成年後見利用促進協議会の開催 

【生困】住居確保給付金の支給、子どもに対する学習・修学の支援事業、直ちに就労することが困難な人に対する就労支援、 

★一般就労に向けた活動が可能な人に対する就労支援、家計改善支援事業、巡回相談等のホームレス支援事業、 

一時生活支援事業 

【地福】誰もが分かりやすい情報提供の推進 

【自対】自殺対策に関する周知啓発の強化 

【成後】成年後見制度の周知と理解の促進 

★マークの事業は、地域福祉リーディングプランに 

新たに位置づけた事業です。 

【地福】地域福祉計画 

（再犯）再犯防止推進計画 

【地活】地域福祉活動計画 

【自対】自殺対策計画 

【成後】成年後見制度利用促進計画 

【生困】生活困窮者自立支援計画 

計 画 事 業 


